
(19)日本国特許庁（JP） (12) 公開特許公報（Ａ） (11)特許出願公開番号

特開2002－328779
(P2002－328779A)

(43)公開日 平成14年11月15日(2002.11.15)

(51)Int.Cl7 識別記号 FI ﾃｰﾏｺｰﾄﾞ(参考)

   �G�0�6�F  3/033   360

   �G�0�2�F  1/1333  

   �G�0�9�F  9/00    366

   �G�0�6�F  3/033   360 A

   �G�0�2�F  1/1333  

   �G�0�9�F  9/00    366 A

�2�H�0�8�9

�5�B�0�8�7

�5�G�4�3�5

審査請求 未請求 請求項の数 12ＯＬ（全 11数）

(21)出願番号 特願2001－136014(P2001－136014)

(22)出願日 平成13年5月7日(2001.5.7)

(71)出願人 000005821

松下電器産業株式会社

大阪府門真市大字門真1006番地

(72)発明者 中西 朗

大阪府門真市大字門真1006番地  松下電器

産業株式会社内

(72)発明者 田所 哲也

大阪府門真市大字門真1006番地  松下電器

産業株式会社内

(74)代理人 100097445

弁理士 岩橋 文雄 (外2名)

最終頁に続く
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(57)【要約】
【課題】  液晶表示装置等の表示面側に装着され、表示
内容と対応した操作で所定信号が入力できるタッチパネ
ルに関し、タッチパネルの製造工程や完成後の温湿度変
化によるタッチパネルの反りを低減でき、大きな液晶サ
イズへの応用が可能となるものを提供することを目的と
する。
【解決手段】  第一透明フィルム２２が上面全面に貼り
合わせられた透明樹脂板２１に対し、その下面全面に反
り防止用の第三透明フィルム３２を貼り合わせ、この第
三透明フィルム３２による反りを引き戻す力を透明樹脂
板２１に加わるようにしたため、温湿度変化によるタッ
チパネルの反りを低減させることができ、６インチ以上
の大きな液晶サイズにも応用できるものが得られる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  透明樹脂板と、前記透明樹脂板の上面に
第一透明粘着層を介して貼り合わされ、その貼り合わさ
れた面とは逆面に第一透明導電膜が形成された第一透明
フィルムと、前記第一透明フィルムと所定の間隔を保持
して配設され、前記第一透明導電膜に対向する面に第二
透明導電膜が形成された第二透明フィルムと、前記透明
樹脂板の下面に第二透明粘着層を介して貼り合わされた
反り防止用の第三透明フィルムからなるタッチパネル。
【請求項２】  第一透明フィルムと第三透明フィルムと
の熱膨張係数の差が１×１０-5／℃以下である請求項１
記載のタッチパネル。
【請求項３】  透明樹脂板が、押し出し成型、キャステ
ィング成型、射出成型のうちのいずれかの製法で得られ
る樹脂シートであり、第一透明フィルムおよび第三透明
フィルムが延伸フィルムである請求項１記載のタッチパ
ネル。
【請求項４】  第一透明フィルムと第三透明フィルムと
が、ほぼ等しい材厚の同じ材質のもので構成された請求
項１記載のタッチパネル。
【請求項５】  第一透明粘着層と第二透明粘着層とが、
ほぼ等しい厚さの同じ材質のもので構成された請求項４
記載のタッチパネル。
【請求項６】  第一透明フィルム、第二透明フィルム、
第三透明フィルムのうち熱膨張係数の一番小さい透明フ
ィルムと熱膨張係数の一番大きい透明フィルムとの熱膨
張係数の差が１×１０-5／℃以下である請求項２記載の
タッチパネル。
【請求項７】  第三透明フィルムに、使用機器の操作用
の表示パターンが構成された請求項１記載のタッチパネ
ル。
【請求項８】  第三透明フィルムの透明樹脂板と貼り合
わされていない下面に反射防止層が構成された請求項１
記載のタッチパネル。
【請求項９】  第三透明フィルムの透明樹脂板と貼り合
わされていない下面にハードコート層が構成されている
請求項１記載のタッチパネル。
【請求項１０】  第三透明フィルムの透明樹脂板と貼り
合わされていない下面に第三粘着層が構成されている請
求項１記載のタッチパネル。
【請求項１１】  少なくともタッチパネルの可視領域に
対応する第一および第三透明フィルムの部分が、透明樹
脂板に全面で貼り合わされている請求項１記載のタッチ
パネル。
【請求項１２】  請求項１記載のタッチパネルが表示装
置の表示面側に配設され、このタッチパネルへの操作に
より得られる所定信号を制御回路部で判定して所定機能
を動作させる電子機器。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
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【発明の属する技術分野】本発明は、液晶表示装置等の
表示面側に装着され、表示内容と対応してペンまたは指
による押圧操作で所定信号が入力できるタッチパネルに
関するものである。
【０００２】
【従来の技術】近年、携帯機器の普及に伴い、表示内容
と対応してペンまたは指による押圧操作で所定信号を入
力することができるタッチパネルを使用するものが増え
ているが、特にタッチパネルとしても、落下時の衝撃に
耐える軽量なプラスチック製のものが好まれて使用され
るようになっている。
【０００３】このような従来のプラスチック製のタッチ
パネルについて、以下に図面を用いて説明するが、図面
においては構成が理解し易いように厚み方向の寸法を拡
大して示している。
【０００４】図９は従来のタッチパネルの断面図であ
る。
【０００５】同図において、１は押し出し成型、キャス
ティング成型、射出成型等によりシート状に加工された
ポリカーボネート樹脂やアクリル樹脂製の透明樹脂板、
２は二軸延伸ポリエチレンテレフタレート等からなる第
一透明フィルムであり、この透明樹脂板１と第一透明フ
ィルム２とは、少なくとも後述するタッチパネルの可視
領域１１の全面を含めて形成されている第一透明粘着層
３で貼り合わせられている。
【０００６】そして、この第一透明フィルム２の透明樹
脂板１に貼り合わされた面とは逆の上面側には、スパッ
タリング等によって形成された酸化インジウム・スズ
（以下ＩＴＯという）等からなる第一透明導電膜４が形
成され、その第一透明導電膜４上に絶縁性のエポキシ樹
脂等による微小寸法のドットスペーサ５が所定ピッチで
設けられている。
【０００７】そして、７はＩＴＯ等からなる第二透明導
電膜８が下面側に形成された第二透明フィルムで、第二
透明導電膜８が第一透明導電膜４と絶縁された対向状態
で所定の間隔を保つようにして、第一および第二透明フ
ィルム１および７は、絶縁パターン、電極パターン、配
線パターン、粘着パターン等を含む外周枠状に構成され
た外周部６で接着されて対向配置されている。
【０００８】そして、この外周部６の内側がタッチパネ
ルの可視領域１１となり、表示装置や使用機器の操作用
の表示パターンを視認および操作する領域となる。
【０００９】また、第二透明フィルム７の上面には、ペ
ンまたは指での押圧操作時に発生することもある第二透
明フィルム７のキズなどに対する保護のためのハードコ
ート層９が設けられている。
【００１０】そして、１０は第一および第二透明導電膜
４および８からの導出信号を外部回路に伝達するために
外周部６に接着固定されたフレキシブル配線板で、その
テール部が外部回路（図示せず）に接続されるものであ
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る。
【００１１】なお、第一透明フィルム２、第二透明フィ
ルム７としては、ポリエチレンテレフタレートを延伸し
たフィルムが通常好まれて用いられているが、これは安
価な原料であるにもかかわらず、特に二軸で延伸（以下
二軸延伸という）することによって耐熱性の向上が可能
で、かつ透明導電膜としても密着性を初めとする諸特性
の優れたものが容易に形成できる点で、二軸延伸ポリエ
チレンテレフタレートが最も一般的に用いられるもので
ある。
【００１２】次に、上記のように構成された従来のタッ
チパネルの動作について説明する。
【００１３】まず、第二透明フィルム７上方から指また
はペンで所定位置を押圧操作することによって、第二透
明フィルム７はその操作部分を中心として部分的に下方
に撓み、当該箇所の第一透明導電膜４と第二透明導電膜
８とが接触する。
【００１４】このとき、上記操作による当該箇所以外
は、ドットスペーサ５で規制され、非接触の状態を維持
している。
【００１５】そして、上記入力操作位置は、第一透明導
電膜４および第二透明導電膜８のそれぞれに印加された
所定の電圧に対して、その接触点での電圧比率をフレキ
シブル配線板１０を介して導出し、外部回路にて検出す
るものであった。
【００１６】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記従
来のタッチパネルは、第一透明フィルム２としては、Ｉ
ＴＯ膜の成膜が容易にできる二軸延伸ポリエチレンテレ
フタレート等の延伸フィルムを用いる一方で、透明樹脂
板１は押し出し成型やキャスティング成型等の特別な延
伸処理を行わないものを用いていたため、両者の熱膨張
係数が大きく異なり、タッチパネルの製造時における加
熱処理時やタッチパネル完成後の温湿度変化によって、
第一透明フィルム２と透明樹脂板１との熱膨張に起因す
る寸法変動差が発生し易く、それに伴いタッチパネルの
反りが発生してしまうこともあるという課題があった。
【００１７】そして、その反りが発生したタッチパネル
は、電子機器に実装し難く、また例えば４インチ液晶へ
の搭載サイズ（約９０ｍｍ×７０ｍｍ）のタッチパネル
を、６０℃９５％ＲＨの高温高湿環境下５００ｈｒ放置
した後に、反りは０．５ｍｍ以上となることもあるた
め、実装する使用者側でタッチパネルを電子機器に強固
に装着固定しなければならず、このため装着作業工数の
低減等が難しく、また上記タッチパネルの反りは、タッ
チパネルのサイズが大きくなるほど、顕著に表れ易くな
るため、６インチを超える液晶サイズに適用できる高品
質のものを実現することは難しかった。
【００１８】本発明は、このような従来の課題を解決す
るものであり、温湿度変化によっても反りが生じ難いタ
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ッチパネルを提供することを目的とするものである。
【００１９】
【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため
に、本発明は以下の構成を有する。
【００２０】本発明の請求項１に記載の発明は、透明樹
脂板と、前記透明樹脂板の上面に第一透明粘着層を介し
て貼り合わされ、その貼り合わされた面とは逆面に第一
透明導電膜が形成された第一透明フィルムと、前記第一
透明フィルムと所定の間隔を保持して配設され、前記第
一透明導電膜に対向する面に第二透明導電膜が形成され
た第二透明フィルムと、前記透明樹脂板の下面に第二透
明粘着層を介して貼り合わされた反り防止用の第三透明
フィルムからなるタッチパネルとしたものであり、第一
透明フィルムが貼り合わせられた透明樹脂板の面とは逆
の面に、第三透明フィルムを貼り合わせた構成であるた
め、この第三透明フィルムによる反りを引き戻す力、つ
まり反り防止作用が透明樹脂板に加わるようにでき、タ
ッチパネルの製造工程時の加熱処理や完成後の温湿度変
化があっても、反りの少ないタッチパネルを実現できる
という作用効果が得られる。
【００２１】本発明の請求項２に記載の発明は、請求項
１記載の発明において、第一透明フィルムと第三透明フ
ィルムとの熱膨張係数の差が１×１０-5／℃以下である
ものであり、ほぼ同等の熱膨張係数を有する透明フィル
ムどうしによって透明樹脂板の上下面を挟むようにする
ことにより、さらにタッチパネル製造工程や完成後の温
湿度変化によるタッチパネルの反りを容易に低減させる
ことができるという作用効果が得られる。
【００２２】本発明の請求項３に記載の発明は、請求項
１記載の発明において、透明樹脂板が、押し出し成型、
キャスティング成型、射出成型のうちのいずれかの製法
で得られる樹脂シートであり、第一透明フィルムおよび
第三透明フィルムが延伸フィルムであるものであり、い
ずれも比較的安価に入手できる材料で構成できるもので
あるため、大幅なコストの上昇がなく、反りの少ない高
品質のタッチパネルを安価に提供することができるとい
う作用効果が得られる。
【００２３】本発明の請求項４に記載の発明は、請求項
１記載の発明において、第一透明フィルムと第三透明フ
ィルムとが、ほぼ等しい材厚の同じ材質のもので構成さ
れたものであり、温湿度変化が生じた際に発生する各フ
ィルムの透明樹脂板に対する力がほぼ等しくできるた
め、タッチパネルの温湿度変化による反りを、より精度
良く低減できるという作用効果が得られる。
【００２４】本発明の請求項５に記載の発明は、請求項
４記載の発明において、第一透明粘着層と第二透明粘着
層とが、ほぼ等しい厚さの同じ材質のもので構成された
ものであり、請求項４記載の発明による作用に加え、温
湿度変化が生じた際に発生する各粘着層の透明樹脂板に
対する力がほぼ等しくできるため、タッチパネルの温湿
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度変化による反りを、さらに精度良く低減できるという
作用効果が得られる。
【００２５】本発明の請求項６に記載の発明は、請求項
２記載の発明において、第一透明フィルム、第二透明フ
ィルム、第三透明フィルムのうち熱膨張係数の一番小さ
い透明フィルムと熱膨張係数の一番大きい透明フィルム
との熱膨張係数の差が１×１０-5／℃以下であるもので
あり、請求項２記載の発明による作用に加え、三つの透
明フィルムにおける熱膨張係数の差が小さいものを用い
て構成しているために、第二透明フィルムのうねりをも
抑えることができ、より透過率の高いタッチパネルを実
現できるという作用効果が得られる。
【００２６】本発明の請求項７に記載の発明は、請求項
１記載の発明において、第三透明フィルムに、使用機器
の操作用の表示パターンが構成されたものであり、反り
の発生が低減されたタッチパネルの第三透明フィルムに
表示パターンを構成するものであるため、部品点数が削
減できると共に、表示パターンが視認し易い電子機器を
容易に実現できるという作用効果が得られる。
【００２７】本発明の請求項８に記載の発明は、請求項
１記載の発明において、第三透明フィルムの透明樹脂板
と貼り合わされていない下面に反射防止層が構成された
ものであり、第三透明フィルムに構成した反射防止層に
よって、反射防止効果が得られ、タッチパネルの光線透
過率を向上させることができ、高透過率のタッチパネル
にできるという作用効果が得られる。
【００２８】本発明の請求項９に記載の発明は、請求項
１記載の発明において、第三透明フィルムの透明樹脂板
と貼り合わされていない下面にハードコート層が構成さ
れているものであり、タッチパネルの製造時および、こ
のタッチパネルを電子機器に搭載する際に、他の部材等
に接触し易い第三透明フィルムの下面側をハードコート
層で保護することができ、その製造時や搭載時の他の部
材との接触や摩擦に対する第三透明フィルムへの傷の発
生等を抑えることができるため、見栄え良く使用機器に
搭載されたものにできるという作用効果が得られる。
【００２９】本発明の請求項１０に記載の発明は、請求
項１記載の発明において、第三透明フィルムの透明樹脂
板と貼り合わされていない下面に第三粘着層が構成され
ているものであり、使用機器の表示装置の表示素子に対
して、タッチパネルを第三粘着層で容易に固定して搭載
するようにでき、しかもこの第三粘着層をタッチパネル
の可視領域の全面に亘って形成することにより、タッチ
パネルと表示素子との間に空気層をなくした状態で搭載
できるため、外光からの反射が低下して表示素子の見栄
えの良い電子機器を容易に実現できるという作用効果が
得られる。
【００３０】本発明の請求項１１に記載の発明は、請求
項１記載の発明において、少なくともタッチパネルの可
視領域に対応する第一および第三透明フィルムの部分
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が、透明樹脂板に全面で貼り合わされているものであ
り、タッチパネルの可視領域において、透明樹脂板と第
一および第三透明フィルムとの間に空気層が介在しない
ものにできるため、空気の界面による光線の反射が減少
し、透過率の高いタッチパネルが容易に実現できるとい
う作用効果が得られる。
【００３１】本発明の請求項１２に記載の発明は、請求
項１記載のタッチパネルが表示装置の表示面側に配設さ
れ、このタッチパネルへの操作により得られる所定信号
を制御回路部で判定して所定機能を動作させる電子機器
としたものであり、タッチパネルとして６インチを超え
る液晶サイズに対応するものを含んで反りの少ないもの
を用いたため、タッチパネルの搭載作業性が良く、かつ
タッチパネル部分の視認性が高くて高信頼性の電子機器
を容易に実現できるという作用効果が得られる。
【００３２】
【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態につい
て、図１～図８を用いて説明する。
【００３３】（実施の形態１）実施の形態１を用いて、
本発明の特に請求項１～６、１１に記載の発明について
説明する。
【００３４】なお、本発明の実施の形態について、以下
に図面を用いて説明するが、図面としては構成が理解し
易いように厚み方向の寸法を拡大して示している。
【００３５】図１は本発明の第１の実施の形態によるタ
ッチパネルの断面図であり、同図において、２１は押し
出し成形による厚さ１．０ｍｍで熱膨張係数６×１０-5

／℃のポリカーボネートシートからなる透明樹脂板、２
２は厚さ７５μｍで熱膨張係数１．５×１０-5／℃の二
軸延伸ポリエチレンテレフタレートからなる第一透明フ
ィルムであり、透明樹脂板２１の上面と第一透明フィル
ム２２とは、厚さ２５μｍのアクリル系粘着剤からなる
第一透明粘着層２３によって全面で貼り合わせられてい
る。
【００３６】そして、第一透明フィルム２２の上面側に
は、スパッタリングによって酸化インジウム・スズ（以
下ＩＴＯという）からなる第一透明導電膜２４が形成さ
れており、その第一透明導電膜２４上には絶縁性のエポ
キシ樹脂による微小寸法のドットスペーサ２５が所定ピ
ッチで設けられている。
【００３７】そして、２７は、厚さ１７５μｍの二軸延
伸ポリエチレンテレフタレートからなる第二透明フィル
ムであり、その第二透明フィルム２７の下面にスパッタ
リングによって形成されたＩＴＯからなる第二透明導電
膜２８が、第一透明導電膜２４と約１００μｍの間隔を
維持した絶縁状態になるようにして、第二透明フィルム
２７は、外周部分に枠状に構成されている外周部２６で
第一透明フィルム２２と接着されて対向配置されてい
る。
【００３８】この枠状の外周部２６は、エポキシ樹脂の
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7
絶縁パターン、Ａｇ粉とポリエステル樹脂の電極パター
ンや配線パターン、アクリル系粘着剤の粘着パターン等
を含み、その枠の内部部分がタッチパネルとしての可視
領域３１になっている。
【００３９】そして、第二透明フィルム２７の上面側に
は、ペンまたは指での操作時において第二透明フィルム
２７に発生し易いキズ等などを保護するために、アクリ
ル系樹脂からなる鉛筆硬度３Ｈのハードコート層２９が
設けられている。
【００４０】また、３０は、第一および第二透明導電膜
２４および２８からの導出信号を外部回路に伝達するた
めに外周部２６に接着固定されたフレキシブル配線板
で、そのテール部が外部回路（図示せず）に接続される
ものである。
【００４１】一方、透明樹脂板２１の下面には、厚さ２
５μｍのアクリル系粘着剤からなる第二透明粘着層３３
によって、厚さ７５μｍの二軸延伸ポリエチレンテレフ
タレートからなる反り防止用の第三透明フィルム３２が
全面で貼り合わせられている。
【００４２】この第三透明フィルム３２は、第一透明フ
ィルム２２と同材質のもので、熱膨張係数は１．５×１
０-5／℃のものである。
【００４３】本実施の形態によるタッチパネルは以上の
ように構成されるものであり、その動作は、従来の技術
の項で説明したものと同様に、第二透明フィルム２７の
上方から指またはペンで所定位置を押圧操作することに
よって、第二透明フィルム２７はその操作部分を中心と
して部分的に下方に撓み、当該箇所の第一透明導電膜２
４と第二透明導電膜２８とが接触して、接触点での電圧
比率をフレキシブル配線板３０を介して導出し、それを
外部回路にて検出するものである。
【００４４】このとき、上記操作による当該箇所以外
は、ドットスペーサ２５で規制され、非接触の状態を維
持していることも従来の技術のものの場合と同じであ
る。
【００４５】次に、本実施の形態によるタッチパネルの
製造方法について簡単に説明する。
【００４６】まず、第一透明フィルム２２の表面に、第
一透明導電膜２４をスパッタリングにより形成する。
【００４７】一方、第二透明フィルム２７には、片面に
ロールコータによりハードコート層２９を、逆面にスパ
ッタリングにより第二透明導電膜２８を形成する。
【００４８】その後、ドットスペーサ２５、および外周
部２６となる絶縁パターン、電極パターン、配線パター
ン、粘着パターン等を、スクリーン印刷等で第一および
第二透明フィルム２２および２７のいずれか一方または
両方に形成する。
【００４９】そして、上記工程後の第一透明フィルム２
２を、透明樹脂板２１上に塗工またはテープが貼り合わ
されて構成された第一透明粘着層２３に、第一透明導電
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膜２４側を上側に向けて貼り合わせる。
【００５０】続いて、第二透明フィルム２７を、第二透
明導電膜２８が第一透明フィルム２２の第一透明導電膜
２４と対向し、かつ両者間が所定間隔を維持するように
して、第二透明フィルム２７と第一透明フィルム２２と
を外周部２６によって貼り合わせる。
【００５１】続いて、反り防止用の第三透明フィルム３
２に塗工またはテープを貼り合わせて第二透明粘着層３
３を構成した後、この第二透明粘着層３３により第三透
明フィルム３２を透明樹脂板２１の下面に貼り合わせ
る。
【００５２】そして、上記状態としたものを、５０～８
０℃程度の温度槽に入れて外周部２６を少し軟化させる
ことにより、外周部２６のみで貼り合わされている第二
透明フィルム２７の歪を取って第二透明フィルム２７の
表面平滑性を確保する。
【００５３】最後に、フレキシブル配線板３０を所定箇
所に熱圧着によって接続してタッチパネルとして完成さ
せるものである。
【００５４】このように構成されたタッチパネルは、４
インチ液晶への搭載サイズ（約９０ｍｍ×７０ｍｍ）の
大きさのもので、反りが０．１ｍｍ以下にできるもので
あった。
【００５５】また、このタッチパネルは、６０℃９５％
ＲＨの高温高湿環境下５００ｈｒ放置後においても、反
りは０．１ｍｍ以下でほとんど変化しないものであり、
その全光線透過率は８０％のものであった。
【００５６】この全光線透過率としては、透明樹脂板２
１と第一透明フィルム２２との間、および透明樹脂板２
１と第三透明フィルム３２との間が、第一透明粘着層２
３および第二透明粘着層３３により全面で粘着され、そ
れらの間に空気層が介在しないものにできるため、空気
の界面による光線の反射が減少し、結果として全光線透
過率が高いものとなった。
【００５７】なお、上記各部材を全面で粘着する部分
を、タッチパネルの可視領域３１に相当する部分のみと
しても、上記全光線透過率のものとすることができる。
【００５８】そして、上記よりも大きいタッチパネル、
例えば６インチ液晶への搭載サイズ（約１１０ｍｍ×９
０ｍｍ）、１０．４インチ液晶への搭載サイズ（約２２
０ｍｍ×１８０ｍｍ）のものであっても、反りは０．１
ｍｍ以下で、６０℃９５％ＲＨの高温高湿環境下５００
ｈｒ放置後においても、反りは０．１ｍｍ以下でほとん
ど変化しないものであった。
【００５９】これは、透明樹脂板２１であるポリカーボ
ネートシートの上面に第一透明フィルム２２が粘着固定
され、またその透明樹脂板２１下面に第一透明フィルム
２２と熱膨張係数が同じである二軸延伸ポリエチレンテ
レフタレートからなる第三透明フィルム３２を粘着固定
して両者で透明樹脂板２１を挟みこむようにした構成で
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あるため、タッチパネルの製造工程や完成後の温湿度変
化によって透明樹脂板２１の上下面に加わる力がほぼ等
しくなる、つまり、第三透明フィルム３２によって反り
を引き戻す力、つまり反り防止作用が透明樹脂板２１に
加わるようにできるため、タッチパネルの反りを低減さ
せることができるものである。
【００６０】そして、上記構成のものは、外形が大きな
サイズのタッチパネルにおいても同じく反りの少ないタ
ッチパネルを容易に得ることができる。
【００６１】なお、透明樹脂板２１としては、上記に例
として説明したポリカーボネート樹脂製のもの以外に、
アクリル樹脂、メタクリル樹脂、ポリオレフィン系樹
脂、ポリシクロヘキサジエン系樹脂、ノルボルネン樹脂
等の一般的な押し出し成型、キャスティング成型、ある
いは射出成型によって形成された樹脂シートを用いても
よく、例えばその厚さは０．２～１０ｍｍ、好ましくは
０．３～３ｍｍのものが実用的である。
【００６２】また、第一透明フィルム２２および第三透
明フィルム３２としては、二軸延伸ポリエチレンテレフ
タレートの他、二軸延伸ポリエチレンナフタレートや一
軸延伸ポリエチレンテレフタレート等の延伸フィルムを
用いることができ、その厚さは、０．０１～０．４ｍ
ｍ、好ましくは０．０２５～０．２ｍｍのものが実用的
である。
【００６３】これらの透明樹脂板２１や第一および第三
透明フィルム２２および３２としては、いずれも比較的
安価に入手できる材料で構成したものを用いることによ
り、大幅にコストが上昇することもない。
【００６４】そして、この第三透明フィルム３２として
は、基本的に第一透明フィルム２２と熱膨張係数が等し
い同材質のフィルムを用いることが望ましいが、第一透
明フィルム２２との熱膨張係数の差が１×１０-5／℃以
下であれば、６０℃９５％ＲＨの高温高湿環境下５００
ｈｒ放置後においても、タッチパネルの反りは０．１ｍ
ｍ程度以下に抑えることができる。
【００６５】さらに、第一透明粘着層２３および第二透
明粘着層３３としては、アクリル系、シリコーン系、ゴ
ム系等の粘着剤や両面粘着テープを用いることができ、
その厚さは、０．０１～０．５ｍｍ、好ましくは、０．
０２～０．２ｍｍのものが実用的であり、特に第一透明
粘着層２３と第二透明粘着層３３とを同じ材質で同じ厚
さにすると、温湿度変化が生じた際に発生する各粘着層
２３、３３の透明樹脂板２１に対する力がほぼ等しくで
き、タッチパネルの反りを低減させるようにできる。
【００６６】なお、これら第一透明粘着層２３および第
二透明粘着層３３は、透明樹脂板２１、もしくは第一透
明フィルム２２、第三透明フィルム３２に対して、ロー
ルコータ等で塗工して形成しても良い。
【００６７】また、第一透明粘着層２３および第二透明
粘着層３３として用いる両面粘着テープとしては、芯材
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となる基材の無いものを用いても良いし、芯材となる基
材の有るものを用いても良いが、特に基材の有るものに
ついては、温湿度変化時に透明樹脂板２１の上下面に加
わる力を均一化するために、その基材を含めて第一およ
び第二透明粘着層２３および３３は同材質、同厚さのも
のにて構成することが好ましい。
【００６８】また、第二透明フィルム２７としては、二
軸延伸ポリエチレンテレフタレートの他、二軸延伸ポリ
エチレンナフタレートや一軸延伸ポリエチレンテレフタ
レート等の延伸フィルムの他、ポリカーボネートフィル
ム、ポリエーテルサルフォンフィルム、ポリアリレート
フィルム、ポリオレフィンフィルム等を用いることがで
き、厚さは０．０５～０．４ｍｍ、好ましくは０．１～
０．２ｍｍのものが実用的である。
【００６９】このとき、第二透明フィルム２７は、タッ
チパネルの反りには直接的に大きな影響を与えないが、
第二透明フィルム２７として、熱膨張係数が第一透明フ
ィルム２２の熱膨張係数と大きく異なるものを使用する
と、周囲の温湿度変化の際に、剛性のある透明樹脂板２
１に貼り合わされた第一透明フィルム２２に対し、外周
部２６のみで固定されている第二透明フィルム２７に歪
が発生して、うねりが生じ、タッチパネルの視認性が悪
くなることも杞憂されるため、第二透明フィルム２７
も、第一透明フィルム２２および第三透明フィルム３２
と同材質にすることが好ましい。
【００７０】このときの目安としては、第一透明フィル
ム２２、第二透明フィルム２７、第三透明フィルム３２
のうち、熱膨張係数の一番小さい透明フィルムと熱膨張
係数の一番大きい透明フィルムとの熱膨張係数の差が１
×１０-5／℃以下であれば、６０℃９５％ＲＨの高温高
湿環境下５００ｈｒ放置後においても、タッチパネルの
反りは０．１ｍｍ程度以下に抑えられ、かつ第二透明フ
ィルム２７のうねりが、ほとんど生じないものにでき
る。
【００７１】また、第一透明導電膜２４および第二透明
導電膜２８としては、ＩＴＯの他、酸化スズ（Ｓｎ
Ｏ
2
）、酸化亜鉛（ＺｎＯ）、金（Ａｕ）薄膜、銀（Ａ

ｇ）薄膜等としてもよい。
【００７２】さらに、本実施の形態によるタッチパネル
の製造方法としては、上記に説明した製造工程の他、パ
ターン形成した第一透明フィルムと第二透明フィルムを
外周部で貼り合わせた後、第一透明粘着層を介して透明
樹脂板を貼り合わせ、さらに第二透明粘着層を介して、
第三透明フィルムを貼り合わせても良いし、第二透明粘
着層を介して第三透明フィルムを貼り合わせた透明樹脂
板に、第一透明フィルムと第二透明フィルムとを外周部
で貼り合わせたものを第一透明粘着層を介して貼り合わ
せて製造しても良い。
【００７３】なお、上記にはタッチパネルの大きさとし
て所定サイズのものを例として説明したが、本発明はそ
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11
のサイズのものに限定されるものではなく、タッチパネ
ルの大きさが大きくなるほど、反りを低減させるという
効果は増大していくものである。
【００７４】（実施の形態２）実施の形態２を用いて、
本発明の特に請求項７に記載の発明について説明する。
【００７５】以下、本発明の実施の形態について、図面
を用いて説明するが、図面としては構成が理解し易いよ
うに厚み方向の寸法を拡大して示している。
【００７６】図２は本発明の第２の実施の形態によるタ
ッチパネルの断面図である。
【００７７】なお、実施の形態１の構成と同様の構成部
分については、同一符号を付して、その説明を省略す
る。
【００７８】本実施の形態によるタッチパネルは、同図
に示すように、反り防止用の第三透明フィルム３２の下
面に使用機器の操作用の表示パターン３４をポリエステ
ル系のカラーインキを用いてスクリーン印刷により設け
た点が実施の形態１によるものと相違している。
【００７９】その他の構成部分は、実施の形態１による
ものと同じであるため、説明を省略する。
【００８０】上記のように構成された本実施の形態によ
るタッチパネルは、実施の形態１によるものと同様に、
タッチパネルの反りは４インチ液晶への搭載サイズ（約
９０ｍｍ×７０ｍｍ）のもので、０．１ｍｍ以下にで
き、また、６０℃９５％ＲＨの高温高湿環境下５００ｈ
ｒ放置後においても、反りは０．１ｍｍ以下でほとんど
変化しないものである。
【００８１】さらに、６インチ液晶への搭載サイズ（約
１１０ｍｍ×９０ｍｍ）、１０．４インチ液晶への搭載
サイズ（約２２０ｍｍ×１８０ｍｍ）であっても、その
反りは、０．１ｍｍ以下で、６０℃９５％ＲＨの高温高
湿環境下５００ｈｒ放置後においても、反りは０．１ｍ
ｍ以下でほとんど変化しないものである。
【００８２】このように本実施の形態によるタッチパネ
ルは、反りが少ないものであると共に、表示パターン３
４が構成された第三透明フィルム３２は、少なくともタ
ッチパネルの可視領域３１に形成された第二透明粘着層
３３を介して全面で貼り合わされているため、透明樹脂
板２１と表示パターン３４間に空気層が入らなくできる
ものである。
【００８３】一般的に、上記使用機器における操作用の
表示パターンは、タッチパネル以外の専用シートに形成
され、その専用シートは額縁状に外周部のみをタッチパ
ネルの下方に貼り合わせる構成が多く採用されていた
が、本実施の形態によるものは、上記通常の構成に比べ
て、空気層の介在をなくせるために、使用機器の操作用
の表示パターン３４も鮮明に視認することができ、表示
パターン３４の視認性に優れた電子機器を容易に実現す
ることができる。
【００８４】なお、表示パターン３４としては、反り防
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止用の第三透明フィルム３２の下面に限らず、第二透明
粘着層３３と貼り合わせている面側に設けても同様の効
果を得ることができる。
【００８５】（実施の形態３）実施の形態３を用いて、
本発明の特に請求項８に記載の発明について説明する。
【００８６】以下、本発明の実施の形態について、図面
を用いて説明するが、図面としては構成が理解し易いよ
うに厚み方向の寸法を拡大して示している。
【００８７】図３は本発明の第３の実施の形態によるタ
ッチパネルの断面図である。
【００８８】なお、実施の形態１の構成と同様の構成部
分については、同一符号を付して、その説明を省略す
る。
【００８９】本実施の形態によるタッチパネルは、同図
に示すように、反り防止用の第三透明フィルム３２の下
面に屈折率１．３８のフッ素樹脂の反射防止層３５を設
けた点が実施の形態１によるものと相違し、その他の構
成部分は、実施の形態１によるものと同じであるため、
説明を省略する。
【００９０】上記のように構成された本実施の形態によ
るタッチパネルは、実施の形態１によるものと同様に、
タッチパネルの反りは４インチ～１０．４インチ液晶へ
の搭載サイズ（約９０ｍｍ×７０ｍｍ～約２２０ｍｍ×
１８０ｍｍ）のもので、０．１ｍｍ以下にでき、また、
６０℃９５％ＲＨの高温高湿環境下５００ｈｒ放置後に
おいても、反りは０．１ｍｍ以下でほとんど変化しない
ものである。
【００９１】これに加えて、本実施の形態によるもの
は、タッチパネルの全光線透過率が８２％にできるもの
であった。
【００９２】この全光線透過率の向上は、タッチパネル
の最下面位置、すなわち反り防止用の第三透明フィルム
３２下面の光線反射率が４％から約２％に低減できるた
め、タッチパネルの光線透過率を向上させることができ
るものである。
【００９３】なお、反射防止層３５としては、上記に説
明したフッ素系樹脂の他に、シリカ（ＳｉＯ

2
）層、フ

ッ化マグネシウム（ＭｇＦ
2
）層等の低屈折率の単一

層、または、チタニア（ＴｉＯ
2
）等の高屈折率層とシ

リカ（ＳｉＯ
2
）等の低屈折率層の積層構造による多層

構造のものを用いても良く、特に多層構造のものを用い
た場合、反射率が０．２％程度まで下げることができ、
タッチパネルの全光線透過率として８４％のものが実現
可能である。
【００９４】（実施の形態４）実施の形態４を用いて、
本発明の特に請求項９に記載の発明について説明する。
【００９５】以下、本発明の実施の形態について、図面
を用いて説明するが、各図面としては構成が理解し易い
ように厚み方向の寸法を拡大して示している。
【００９６】図４は本発明の第４の実施の形態によるタ
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ッチパネルの断面図であり、実施の形態１の構成と同様
の構成部分については、同一符号を付して、その説明を
省略する。
【００９７】本実施の形態によるタッチパネルは、同図
に示すように、反り防止用の第三透明フィルム３２の下
面に鉛筆硬度３Ｈのアクリル系樹脂によるハードコート
層３６を設けた点が実施の形態１によるものと相違し、
その他の構成部分は、実施の形態１によるものと同じで
あるため、説明を省略する。
【００９８】上記のように構成された本実施の形態によ
るタッチパネルは、実施の形態１によるものと同様に、
タッチパネルの反りは４インチ～１０．４インチ液晶へ
の搭載サイズ（約９０ｍｍ×７０ｍｍ～約２２０ｍｍ×
１８０ｍｍ）のもので、０．１ｍｍ以下にでき、また、
６０℃９５％ＲＨの高温高湿環境下５００ｈｒ放置後に
おいても、反りは０．１ｍｍ以下でほとんど変化しない
ものであると共に、全光線透過率が８０％のものであっ
た。
【００９９】これに加えて、本実施の形態によるもの
は、ハードコート層３６を反り防止用の第三透明フィル
ム３２下面に設けている為、第三透明フィルム３２下面
の硬度が上昇、つまりタッチパネル下面の耐擦傷性を向
上させることができ、タッチパネルの製造や装着搭載時
における歩留まりを容易に向上させることができるもの
である。
【０１００】また、本実施の形態によるものに、前述の
実施の形態３による構成を付加してもよい。
【０１０１】すなわち、図５のタッチパネルの断面図に
示すように、反り防止用の第三透明フィルム３２の下面
に鉛筆硬度３Ｈのアクリル系樹脂によるハードコート層
３６を設け、さらにハードコート層３６の下面に、例え
ばチタニア（ＴｉＯ

2
）とシリカ（ＳｉＯ

2
）の積層構造

による多層構造の反射防止層３５を設ける構成としても
よい。
【０１０２】この構成とすると、タッチパネルの反りは
４インチ～１０．４インチ液晶への搭載サイズ（約９０
ｍｍ×７０ｍｍ～約２２０ｍｍ×１８０ｍｍ）のものに
おいて、０．１ｍｍ以下で、また、６０℃９５％ＲＨの
高温高湿環境下５００ｈｒ放置後においても、その反り
は０．１ｍｍ以下でほとんど変化しないものであると共
に、全光線透過率が８４％のものにできた。
【０１０３】これは、前述の実施の形態３に詳述した内
容と同様に、タッチパネル最下面、すなわち反り防止用
の第三透明フィルム３２下面の光線反射率が４％から約
０．２％に低減できたため、タッチパネルの光線透過率
が向上したものである。
【０１０４】なお、上記構成において、反射防止層３５
をタッチパネルの組み立て工程の最終工程で形成するよ
うにすると、それまでの工程内では、ハードコート層３
６により第三透明フィルム３２の下面が保護できるた
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め、高品位のものが容易に生産できるようになる。
【０１０５】（実施の形態５）実施の形態５を用いて、
本発明の特に請求項１２に記載の発明について説明す
る。
【０１０６】以下、本発明の実施の形態について、図面
を用いて説明するが、各図面としては構成が理解し易い
ように厚み方向の寸法を拡大して示している。
【０１０７】図６は本発明の第５の実施の形態によるタ
ッチパネルの断面図であり、実施の形態１の構成と同様
の構成部分については、同一符号を付して、その説明を
省略する。
【０１０８】本実施の形態によるタッチパネルは、同図
に示すように、反り防止用の第三透明フィルム３２下面
の周辺部のみに枠状にアクリル系樹脂による第三粘着層
３７を設けた点が実施の形態１によるものと相違し、そ
の他の構成部分は、実施の形態１によるものと同じであ
るため、説明を省略する。
【０１０９】上記のように構成された本実施の形態によ
るタッチパネルは、実施の形態１によるものと同様に、
タッチパネルの反りは４インチ～１０．４インチ液晶へ
の搭載サイズ（約９０ｍｍ×７０ｍｍ～約２２０ｍｍ×
１８０ｍｍ）のもので、０．１ｍｍ以下にでき、また、
６０℃９５％ＲＨの高温高湿環境下５００ｈｒ放置後に
おいても、反りは０．１ｍｍ以下でほとんど変化しない
ものであると共に、全光線透過率が８０％のものであっ
た。
【０１１０】このように、本実施の形態によるタッチパ
ネルは、タッチパネルの製造工程や完成後の温度変化に
よる反りが抑えられたものであり、かつ、そのタッチパ
ネルの最下面には第三粘着層３７が設けられているた
め、この第三粘着層３７を使用機器の液晶表示装置の表
示素子等に粘着固定するのみでタッチパネルを容易に装
着固定することができ、使用機器への搭載時の作業性が
さらに向上できるものである。
【０１１１】なお、図７の断面図に示すように、第三透
明フィルム３２の下面全面に、アクリル系樹脂による透
明な第三粘着層３８を設け、可視領域３１部分を含めて
全面で使用機器に貼り合わせることが可能な構成とする
と、前述のものと同様にタッチパネルを使用機器に搭載
する時の作業性が向上できる。
【０１１２】それに加えて本構成のものは、タッチパネ
ルの可視領域３１部分に対応する第三透明フィルム３２
の下面が、第三粘着層３８によって表示装置等に全面で
粘着してタッチパネルと表示装置の表示素子間に空気層
をなくせるため、タッチパネル下面と表示素子表面での
光の反射が低減でき、前述の構成のものよりも鮮明で見
やすい良好な視認性のものにできる。
【０１１３】なお、上記のいずれの場合においても、第
三粘着層３７または３８としては、アクリル系の粘着剤
の他、シリコーン系、ゴム系等の粘着剤や両面粘着テー
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プを用いることができ、厚さは、０．０１～０．２ｍ
ｍ、好ましくは、０．０２～０．２ｍｍのものが実用的
である。
【０１１４】また、上記には第三透明フィルム３２下面
側に第三粘着層３７または３８を枠状または全面に形成
した事例を説明したが、スクリーン印刷でそれら以外の
所定パターンに形成してもよいし、ロールコータ等で塗
工したものを用いても良い。
【０１１５】上記第三粘着層３７または３８として用い
る両面粘着テープとしては、芯材となる基材の無いもの
を用いても良いし、基材の有るものを用いても良い。
【０１１６】（実施の形態６）以下、実施の形態６を用
いて、本発明の特に請求項１２に記載の発明について説
明する。
【０１１７】図８は本発明の第６の実施の形態による電
子機器としてのハンドヘルド・コンピュータの分解斜視
図であり、同図において、４１は上部ケース４２の下面
に配された実施の形態１によるタッチパネル、４３はタ
ッチパネル４１の下方に配設された液晶表示装置、４４
は液晶表示装置４３の下方に配設され、中央演算処理装
置、記憶素子などの電子部品から構成された制御回路
部、４５は制御回路部４４へ電源を供給する電池であ
り、これらの部材が上部ケース４２と下部ケース４６に
より所定の位置関係で保持されており、タッチパネル４
１と液晶表示装置４３からは、それらの側部から導出さ
れたフレキシブル配線板４７，４８によって制御回路部
４４に接続されている。
【０１１８】そして、タッチパネル４１上をペンまたは
指で押圧操作することにより、ハンドヘルド・コンピュ
ータの動作に関わる中央演算処理装置、記憶素子を含む
制御回路部４４は、電源のＯＮ／ＯＦＦ、ソフトウエア
の選択、選択されたソフトウエアの機能などを動作させ
るように設定されており、また液晶表示装置４３は上記
操作に伴う各機能に対応した表示がなされるように構成
されている。
【０１１９】本実施の形態による電子機器としてのハン
ドヘルド・コンピュータは上記のように構成され、この
タッチパネル４１への操作により得られる所定信号を制
御回路部４４で判定等して所定機能を動作させるもので
ある。
【０１２０】そして、上記構成のハンドヘルド・コンピ
ュータを６０℃９５％ＲＨの高温高湿環境下５００ｈｒ
放置した後、タッチパネル４１を確認したところ、タッ
チパネル４１の反りは、ほとんど発生しておらず、電子
機器の良好な操作性や信頼性が維持できるものであっ
た。
【０１２１】なお、このタッチパネル４１は反りの少な
いものであるため、タッチパネル４１の搭載作業性が良
好にでき、作業効率が向上し、製造コスト低減の効果も
期待できる。
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【０１２２】そして、タッチパネル４１として６インチ
を超える液晶サイズのものを適用した場合でも上記と同
等の結果が得られ、より大きい表示画面で視認性がよく
て操作しやすい電子機器を容易に実現することができる
ものである。
【０１２３】
【発明の効果】以上のように本発明によれば、透明樹脂
板の下面に反り防止用の第三透明フィルムを貼り合わせ
た構成を有するものであるため、この第三透明フィルム
の反り防止作用によって、タッチパネルの製造工程や完
成後の温湿度変化によるタッチパネルの反りを低コスト
で低減することができ、６インチ以上の大きな液晶サイ
ズに適用できる反りの少ない高品質のタッチパネルを実
現できるという有利な効果が得られる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施の形態によるタッチパネル
の断面図
【図２】本発明の第２の実施の形態によるタッチパネル
の断面図
【図３】本発明の第３の実施の形態によるタッチパネル
の断面図
【図４】本発明の第４の実施の形態によるタッチパネル
の断面図
【図５】同他の構成としたタッチパネルの断面図
【図６】本発明の第５の実施の形態によるタッチパネル
の断面図
【図７】同他の構成としたタッチパネルの断面図
【図８】本発明の第６の実施の形態によるタッチパネル
の分解斜視図
【図９】従来のタッチパネルの断面図
【符号の説明】
２１  透明樹脂板
２２  第一透明フィルム
２３  第一透明粘着層
２４  第一透明導電膜
２５  ドットスペーサ
２６  外周部
２７  第二透明フィルム
２８  第二透明導電膜
２９，３６  ハードコート層
３０，４７，４８  フレキシブル配線板
３１  可視領域
３２  第三透明フィルム
３３  第二透明粘着層
３４  表示パターン
３５  反射防止層
３７，３８  第三粘着層
４１  タッチパネル
４２  上部ケース
４３  液晶表示装置
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４４  制御回路部
４５  電池 *
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*４６  下部ケース

【図１】 【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】
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摘要(译)

解决的问题：减小安装在液晶显示装置等的显示表面侧上并且可以通过
与显示内容相对应的操作输入预定信号的触摸面板的翘曲，并且可以减
小由于在触摸面板的制造过程之后温度变化和湿度变化引起的触摸面板
的翘曲。 本发明的目的是提供一种可应用于液晶尺寸的装置。 解决方
案：透明树脂板21在其整个上表面上粘结有第一透明膜22，并与第三透
明膜32粘结在一起，以防止在其整个下表面上发生翘曲，并防止了第三
透明膜32引起的翘曲。 由于向透明树脂板21施加了拉力，因此可以减小
由于温度和湿度的变化而引起的触摸面板的翘曲，并且可以获得适用于6
英寸以上的大液晶尺寸的液晶尺寸。
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